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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

各種大会の実施 イベント開催

各種大会の周知 周知・広報

9月
10

月

11

月

各種大会に係る委託契約及び支払事務 伝票処理・契約事務

各競技団体等との調整 検討

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 各種大会教室開催事業

事務事業概要書

部名 文化スポーツ部 課かい名 スポーツ推進課

事業概要

　子供から大人まで、すべての市民が主体的にスポーツ・レクリエーションに取り組む

ことができる環境づくりを推進するため、市体育協会等のスポーツ競技団体と連携し、

市民が気軽に参加できるスポーツイベントや大会を開催し、地域コミュニティの形成、世

代間交流を促進するとともに、市民等の健康保持・増進及び体力の向上を図ります。

　また、障がいのある子供も含めた子供達を対象としたスポーツレクリエーションフェ

スティバルを開催し、誰もが一緒にスポーツを楽しめる機会を促進します。

【市主催事業】

・市総合体育大会

・山本昌杯野球大会

・スポーツ少年団スポーツ交歓会

・地区別親善スポーツフェスティバル、ファミリーバドミントン大会

・インディアカフェスティバル

・フロアーボール大会

・心と身体のスポーツアカデミー（インクルーシブスポーツ・メンタルトレーニング）

・高南一周駅伝競走大会



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋
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4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8

9

10

11

12

13

14

15

スポーツ推進委員の研修参加に支払い 伝票処理・契約事務

市レクリエーション協会との連絡調整 事務作業全般

市スポーツ推進委員の報酬支払 伝票処理・契約事務

次期スポーツ推進委員の委員選定 事務作業全般

市スポーツ少年団との連絡調整 事務作業全般

9月
10

月

11

月

市体育振興連絡協議会との連絡調整 事務作業全般

市スポーツ推進委員との連絡調整 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 各種スポーツ団体との調整事務

事務事業概要書

部名 文化スポーツ部 課かい名 スポーツ推進課

事業概要

　スポーツ団体として、スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対

するスポーツ実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行い、事業の企画・立案

や運営のほか、地域住民・行政・スポーツ団体の間の円滑な連携の調整などを行い、地

域スポーツの中核的役割を担うことが期待されています。

　市として、さまざまなスポーツ・レクリエーションが身近な地域で楽しめ、スポーツを

通じた交流が深められるよう各スポーツ関係団体の活動を支援します。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・スポーツ基本法（抜粋）

（スポーツ推進委員）

第三十二条　市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村

におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに

関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有

する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。

2　スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則

(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの

推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その

他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。

３　スポーツ推進委員は、非常勤とする。

・茅ヶ崎市スポーツ推進委員規則

・茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
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3 ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

各種団体との調整 相談・問合せ対応

各種補助金の事業報告及び精算事務 伝票処理・契約事務

各種補助金の支払事務 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

各種補助金の申請受付 申請等受付

スポーツ推進審議会への諮問 審議会

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 スポーツ関係団体助成事業

事務事業概要書

部名 文化スポーツ部 課かい名 スポーツ推進課

事業概要

　さまざまなスポーツ・レクリエーションが身近な地域で楽しめ、スポーツを通じた交

流が深められるよう各スポーツ関係団体の活動を支援するため補助金を交付します。ま

た、生涯スポーツの推進及びスポーツ・レクリエーション活動の普及振興を図るととも

に、市民の健康の保持増進と体力の向上に寄与します。

・茅ヶ崎市スポーツ協会事業費補助金

体育・スポーツ団体の育成並びに競技会及び講習会の開催後援並びに選手及び指導者の

派遣並びに情報の収集及び調査研究その他スポーツ・レクリエーション活動の普及振興

を図るために実施する事業

・茅ヶ崎体育振興会連絡協議会事業費補助金

地区体育振興会相互の連絡調整並びに地域スポーツ大会及びスポーツ教室等の開催その

他スポーツ・レクリエーション活動の普及振興を図るために実施する事業

・茅ヶ崎市スポーツ少年団活動育成事業費補助金

スポーツ少年団の結成促進並びに指導者・リーダーの養成及び育成団体・指導者組織の指

導育成並びにスポーツ大会・体力テスト会の開催その他青少年スポーツ活動の普及振興

を図るために実施する事業



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市文化スポーツ部スポーツ推進課所管に係る補助金交付要綱
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5 ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■

7 ■ ■

8

9

10

11
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14
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部名 課かい名 スポーツ推進課文化スポーツ部

事務事業概要書

庁外調整・会議

庁外調整・会議

ホームタウンチーム・その他団体との調整事務

事業概要

　本市をホームタウンとするプロスポーツチームが主催するイベント開催に係る事務調整

を行います。

　神奈川県、企業、広域連携によるスポーツイベント開催に係る連絡調整を行います。そ

の他、湘南広域都市行政協議会（スポーツ振興部会）などスポーツに関連する会議開催

に係る議題調整等を行います。

事務事業名

ホームタウンチーム主催のイベント開催に係る調整

湘南国際マラソン開催に係る調整

２市１町で行うイベント開催に係る調整

かながわ駅伝への選手派遣に係る調整

8月 9月
10

月
4月 5月

庁外調整・会議

活動種別活動名
2月 3月6月

活動時期

イベント開催

イベント開催

イベント開催

イベント開催

11

月

12

月
1月7月

湘南広域都市行政協議会で行う取組調整

湘南三浦都市体育振興会連絡協議会との連絡調整

都市スポーツ推進連絡協議会会議との連絡調整



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋
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3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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8

9

10
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12

13

14
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東京2025デフリンピックに関する周知 周知・広報

本市ゆかりの選手動画の制作 事務作業全般

はばたけ、子どもたち！スポーツ応援金の支給 事務作業全般

アンバサダーとの連携した取り組み 事務作業全般

アスリート応援グッズの販売（収納委託契約含む） 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

茅ヶ崎市アスリート応援金の支給 事務作業全般

スポーツ振興に関する協定の締結 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 アスリート支援事業

事務事業概要書

部名 文化スポーツ部 課かい名 スポーツ推進課

事業概要

　国際大会等で活躍する本市ゆかりのアスリートを応援するともに、そうしたアスリート

の活躍を通じて、市のPRや地域活性化に資する取り組みを実施します。また、トップア

スリートとしての技能を地域へ還元していただくイベント等の開催し、スポーツを通じて

次世代の育成につなげます。

　また将来、国際・全国大会で活躍するアスリート（子ども達）を激励し、今後の活躍を

応援する取り組みを実施します。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市アスリート応援金支給要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、国際競技大会（オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会そ

の他の国際的な規模のスポーツの競技会であって、市長が別に定めるものをいう。次条

において同じ。）に出場する者に敬意を表するとともに、その活躍を期待して激励するた

めに支給する茅ヶ崎市アスリート応援金（以下「応援金」という。）に関し、必要な事

項を定めるものとする。

（支給対象者）

第２条　市長は、次に掲げる者のうち、国際競技大会に出場する者であって、その競技活

動が本市のスポーツの振興に特に寄与すると認められる者に対し、応援金を支給する。た

だし、当該者が、応援金を支給しようとする日の属する年度と同一の年度又は当該年度の

前年度に応援金の支給を受けたことがある者である場合には、当該支給を受けた年度及

び当該年度の翌年度においては、応援金を支給しない。

(1) 市民（本市の出身である者を含む。次条において同じ。）

(2) 団体（競技活動の主たる拠点を市内に有するものに限る。次条において同じ。）

・はばたけ、子どもたち！スポーツ応援金要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、スポーツに関する全国大会又は国際大会に出場する者に敬意を表す

るとともに、その活動を応援するために支給するはばたけ、子どもたち！スポーツ応援金

（以下「応援金」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

（支給対象者）

第２条　応援金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす者と

する。

(1) 次のいずれかに該当する者

ア　１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある市民

イ　アに準ずる者として市長が定める者

(2) 次条に規定する大会に予選会（都道府県大会以上の規模のものに限る。）の成績等に

よる選抜により出場する者（大会の主催者が認める方法により、予選会への出場を免除

された者を含む。）

２　前項の規定に関わらず、次の各号に該当する者は、応援金の支給の対象としない。

(1) 同一年度中に応援金又は茅ヶ崎市アスリート応援金を受けた者

(2) 教科学習など教育課程上の活動により次条に規定する大会に出場した者



1 ■ ■

2 ■ ■

3 ■ ■

4 ■ ■ ■ ■

5 ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

審議会委員改選 庁内調整・会議

審議会委員応募 周知・広報

会議録の作成 事務作業全般

9月
10

月

11

月

審議会開催に係る通知 事務作業全般

審議会における調査審議 審議会

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 スポーツ推進審議会の開催に係る事務

事務事業概要書

部名 文化スポーツ部 課かい名 スポーツ推進課

事業概要

　スポーツ基本法第31条に基づき、各種スポーツ団体への補助金交付など市スポーツ推

進審議会規則第２条に規定する所掌事項を調査審議します。

　また、本市スポーツ施策の中でも重要な事項について、必要に応じて、審議会に諮り

調査審議します。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・スポーツ基本法

（都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等）

第三十一条　都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に

関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合

議制の機関（以下「スポーツ推進審議会等」という。）を置くことができる

・茅ヶ崎市スポーツ推進審議会規則

(趣旨)

第1条　この規則は、茅ヶ崎市スポーツ推進審議会条例(昭和37年茅ヶ崎市条例第3号)第3

条の規定に基づき、茅ヶ崎市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の所掌事項、

組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条　審議会は、次に掲げる事項につき市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答

申し、又は建議するものとする。

(1)　スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第10条第1項に規定す

る地方スポーツ推進計画の策定及び変更並びに当該計画に基づく事業の推進に関する事

項

(2)　法第35条に規定する補助金の交付

(3)　その他スポーツの推進に関する重要事項



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7

8

9

10

11

12

13

14

15

大会開催地の占用に係る事務調整 事務作業全般

日めくり茅ヶ崎掲載 周知・広報

各種スポーツ事業の情報発信 周知・広報

団体主催の大会等の後援名義 申請等受付

9月
10

月

11

月

市長表敬訪問に係る事務 事務作業全般

国、県、市、教育委員会等の表彰に係る事務 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 表彰・後援名義・団体主催の大会に係る事務

事務事業概要書

部名 文化スポーツ部 課かい名 スポーツ推進課

事業概要

　国際大会・全国大会に出場する（又は出場した）方の表彰・表敬訪問に係る事務調整

を行います。また、各種スポーツ団体が主催する大会の後援名義に係る手続きを行うと

ともに、大会を開催する場所を管理する団体との事務調整を行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市後援名義の使用承認に関する要綱

　（趣旨）

第１条　この要綱は、法人その他の団体（以下「団体」という。）が主催する博覧会、

展　示会、講演会、記念式その他の行事（以下「行事」という。）における茅ヶ崎市の

後援　名義（団体が行う行事に対し、市がその経費を負担せず、単に茅ヶ崎市の名前に

より援　助することをいう。以下同じ。）の使用に関し必要な事項を定めるものとする。



1 ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

夜間照明施設の今後の在り方の検討 検討

9月
10

月

11

月

夜間照明管理運営委託契約及び支払事務 伝票処理・契約事務

夜間照明管理運営委員会との調整 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 夜間学校体育施設開放事業

事務事業概要書

部名 文化スポーツ部 課かい名 スポーツ推進課

事業概要

　学校体育施設を学校教育に支障のない範囲において、広く市民のスポーツ活動に供す

るものです。

　設備のある梅田中学校、円蔵中学校、北陽中学校、中島中学校の４校に設定している夜

間照明施設を開放するものです。（小学校プール開放については、令和７年度から廃止）



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市立小学校体育施設開放事業実施要綱

・茅ヶ崎市立学校運動場夜間照明施設開放事業実施要綱



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■

3 ■

4 ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

モニタリング 現場調査・訪問

施設点検 現場調査・訪問

年度協定（茅ヶ崎公園野球場等） 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

指定管理に係る業務 庁内調整・会議

管理運営委託 伝票処理・契約事務

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 市営体育施設の管理・運営

事務事業概要書

部名 文化スポーツ部 課かい名 スポーツ推進課

事業概要

市及び指定管理者が管理・運営するスポーツ施設（スポーツ広場、茅ヶ崎公園球場等）

について、適正な管理・運営を図り、誰もが利用しやすい施設となるよう、市民のスポー

ツをする環境づくりを推進します。

また、指定管理者とは定期的に実施するモニタリング等を通じて、施設の管理・運営状

況の確認及び把握をし、必要に応じて指導することで、市民がスポーツに親しみ、快適

に利用できる機会の提供に努めます。



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■

3 ■ ■ ■ ■

4 ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業概要書

部名 文化スポーツ部 課かい名 スポーツ推進課

事務事業名 体育館の管理・運営

事業概要

指定管理者が管理・運営する体育館（総合体育館・市体育館）について、適正な管理・

運営を図り、誰もが利用しやすい施設となるよう、市民のスポーツをする環境づくりを推

進します。

また、指定管理者とは定期的に実施するモニタリング等を通じて、施設の管理・運営状

況の確認及び把握をし、必要に応じて指導することで、市民がスポーツに親しみ、快適

に利用できる機会の提供に努めます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

年度協定 庁外調整・会議

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

モニタリング 現場調査・訪問

施設点検 現場調査・訪問

指定管理に係る業務 庁内調整・会議



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■

3 ■ ■ ■ ■

4 ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業概要書

部名 文化スポーツ部 課かい名 スポーツ推進課

事務事業名 屋内温水プールの管理・運営

事業概要

指定管理者が管理・運営する屋内温水プールについて、適正な管理・運営を図り、誰もが

利用しやすい施設となるよう、市民のスポーツをする環境づくりを推進します。

また、指定管理者とは定期的に実施するモニタリング等を通じて、施設の管理・運営状

況の確認及び把握をし、必要に応じて指導することで、市民がスポーツに親しみ、快適

に利用できる機会の提供に努めます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

年度協定 庁外調整・会議

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

モニタリング 現場調査・訪問

施設点検 現場調査・訪問

指定管理に係る業務 庁内調整・会議



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■

3 ■ ■ ■ ■

4 ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業概要書

部名 文化スポーツ部 課かい名 スポーツ推進課

事務事業名 柳島スポーツ公園体育施設の管理・運営

事業概要

SPCが管理・運営する柳島スポーツ公園について、適正な管理・運営を図り、誰もが利用

しやすい施設となるよう、市民のスポーツをする環境づくりを推進します。

また、指定管理者とは定期的に実施するモニタリング等を通じて、施設の管理・運営状

況の確認及び把握をし、必要に応じて指導することで、市民がスポーツに親しみ、快適

に利用できる機会の提供に努めます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

年度協定 庁外調整・会議

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

モニタリング 現場調査・訪問

施設点検 現場調査・訪問

指定管理に係る業務 庁内調整・会議



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋
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6

7

8

9
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事務事業概要書

部名 文化スポーツ部 課かい名 スポーツ推進課

事務事業名 柳島しおさい公園体育施設の管理・運営

事業概要

指定管理者が管理・運営する柳島しおさい公園体育施設について、適正な管理・運営を

図り、誰もが利用しやすい施設となるよう、市民のスポーツをする環境づくりを推進しま

す。

また、指定管理者とは定期的に実施するモニタリング等を通じて、施設の管理・運営状

況の確認及び把握をし、必要に応じて指導することで、市民がスポーツに親しみ、快適

に利用できる機会の提供に努めます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

年度協定 庁外調整・会議

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

モニタリング 現場調査・訪問

施設点検 現場調査・訪問

指定管理に係る業務 庁内調整・会議



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9月
10

月

11

月

非常用発電機更新工事（工事） 新設・修繕・建替工事

総合体育館移動式電光掲示板の導入 伝票処理・契約事務

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 体育館施設改修工事

事務事業概要書

部名 文化スポーツ部 課かい名 スポーツ推進課

事業概要

　令和５～６年度にかけ、総合体育館に空調設備の導入や照明のＬＥＤ化その他修繕を

行いましたが。茅ヶ崎公園野球場をはじめ、その外の施設についても躯体や設備等に経

年劣化や故障等がみられます。経年劣化による不具合のみならず、現在の利用者ニーズ

にあった施設の利便性や利用環境の向上を図り、誰もが快適に利用できることが求めら

れます。そこで、次の改修工事を行います。　

　また、総合体育館については６年度に引き続き、災害時の指定福祉避難所としての機能

向上のため、非常用発電機の更新工事を行います。

＜工事内容＞

非常用発電機更新工事（令和6年度、7年度継続費）

・非常用発電機交換

・燃料タンク設置（貯蔵量：7,000L　油種：軽油）



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋


